
技術移転機関が行う著作権等の管理について技術移転機関が行う著作権等の管理について

○一任型の管理 ：著作物等の使用料額を受託者（技術移転機関）が決定することとされ
ているもの。
○非一任型の管理 ：著作物等の使用料額を委託者が決定することとされているもの。

規則改正後
非一任型の管理 一任型の管理

承
認
Ｔ
Ｌ
Ｏ

認
定
Ｔ
Ｌ
Ｏ

そ
の
他

受託者の事業の方針の決定に対して
重要な影響を与えることができるもの。

非一任型の管理 一任型の管理
①委託者が、受託者の親会社等であるもの。
②委託者が、受託者の役員であるもの。
③委託者が、受託者が会社である場合にお
ける自然人たる主要株主（（発行済株式の
総数又は出資の総額の100分の10以上の
株式又は出資を所有している者をいう。） ）

であって、当該受託者の財務及び営業又は
事業の方針の決定に対して重要な影響を与
えることができるもの。
④委託者が、②③に掲げる者の親族又はそ
れに準ずる密接な人的関係を有するもの。

現行制度

承
認
Ｔ
Ｌ
Ｏ

認
定
Ｔ
Ｌ
Ｏ

そ
の
他

（著作権等の管理の実態なし）

著作権等管理事業法の

規制なし

規制あり

①委託者が、受託者の親会社等であるもの。
②委託者が、受託者の役員であるもの。
③委託者が、受託者が会社である場合にお
ける自然人たる主要株主（（発行済株式の
総数又は出資の総額の100分の10以上の
株式又は出資を所有している者をいう。） ）

であって、当該受託者の財務及び営業又は
事業の方針の決定に対して重要な影響を与
えることができるもの。
④委託者が、②③に掲げる者の親族又はそ
れに準ずる密接な人的関係を有するもの。
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